
札幌市有料老人ホーム指導検査実施要綱 

 

 

第１ 趣 旨 

   この要綱は、老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 29 条第１項に規定する有料老人

ホームに対して、札幌市が実施する指導検査について必要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 目 的 

   指導検査は、「老人福祉法」、「札幌市有料老人ホーム設置運営指導指針」（以下「指

導指針」という。）及びその他関係法令に対する実施状況について、必要な助言及び指導

又は是正の措置を講ずることにより、有料老人ホームの適正な運営及びサービスの質の確

保並びに入居者保護を図ることを目的とする。 

  

第３ 指導検査の対象 

   この要綱に基づく指導検査の対象は、老人福祉法第２９条第１項に規定する有料老人ホ

ームを設置運営する事業者（以下「事業者」という。）を対象とする。 

 

第４ 指導検査形態 

  １ 集団指導 

  事業者に対し、指導指針改正内容や高齢者虐待事案を始めとした過去の指導事例等

に基づく指導内容について、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。 

  なお、オンライン等（オンライン会議システム、ホームページ等。以下同じ。）の

活用による動画の配信等による実施も可能とする。 

２ 書面審査 

    札幌市有料老人ホーム設置運営手続要領第８条に基づき提出された書面により、毎

年適宜実施する。 

  ３ 実地検査 

(1) 新規届出事業者は開設後１年以内に実施する。検査の結果、法令・規則等の違

反で、運営に著しく適性を欠く場合は、改善報告後、確認検査を実施する。 

   (2) 新規届出以外の事業者は、６年に１回実施する。検査の結果、法令・規則等の

違反で運営に著しく適性を欠く場合については、改善報告後、確認検査を実施する。 

   (3) 前号の規定に関わらず、通報などにより検査が必要と認められる場合は、随時

実施する。 

     

第５ 集団指導実施方法 

１ 指導通知 

    指導対象の有料老人ホームを決定したときは、当該有料老人ホームの事業者に対して日

時、場所、出席者、指導内容等を文書により通知する。 

２ 指導方法 

   実施に当たっては、事業者に対して、指導内容の理解を深めるために有効な実施方法を

工夫するものとする。 

なお、集団指導に参加しなかった事業者に対しては、使用した資料の送付等により確実

に資料の閲覧が行われるよう情報提供するとともに、オンライン等の活用による動画の配

信等による場合は、配信動画の視聴や資料の閲覧状況について確認する。 

 

第６ 実地検査体制 

   実地検査は、２名以上の職員（うち１名は原則係長職以上）により実施することを原則

とする。    

 



第７ 実地検査実施計画 

   実地検査の実施に当たっては、老人福祉行政の動向を踏まえ効率的かつ効果的に行える 

よう、実施時期、検査体制等を別に作成するものとする。ただし、問題の発生等により必 

要があると認められる場合は、計画に関わらず適宜実地検査を実施する。 

 

第８ 実地検査実施方法 

  １ 検査通知 

    実地検査の対象となる事業者を選定し、あらかじめ実地検査の根拠規定、実施日時、 

場所、検査担当者その他必要な事項について当該事業者に通知し、施設長ほか関係職員 

の出席を求めるものとする。また、有料老人ホーム実地検査指導調書（別紙）（以下「指

導調書」という。）を検査当日に用意させるものとする。 

    ただし、有料老人ホームにおいて高齢者虐待が疑われている等の理由により、あらかじ

め通知したのでは、当該有料老人ホームの日常におけるサービスの提供状況を確認するこ

とができないと認められる場合は、検査開始時に文書により通知するものとする。 

  ２ 検査方法 

    実地検査は、指導調書に基づく各項目について、施設長ほか関係職員から状況を聴 

取するとともに、関係書類及び施設内を確認し実施するものとする。 

 また、サービスの質の確保、虐待又は身体拘束の防止の観点から、必要があると認める

ときは、入居者から生活状況等を聴取することとする。 

  ３ 検査結果の通知 

    実地検査の結果、改善を要すると認められた場合には、検査実施後、原則３０日以内 

   に検査結果通知書（様式１）により指導内容を通知するものとする。 

  ４ 改善報告書の提出 

    当該事業者に対して、検査結果通知書（様式１）により改善すべき事項を指摘した場 

   合には、結果通知後、原則３０日以内に改善状況報告書（様式２）により報告を求める 

ものとする。 

 

第９ 改善命令 

入居者の処遇に関し不当な行為をし、若しくはその運営に関し入居者の利益を害する行為を

したと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるとき、又は第７に規定する

検査結果通知により改善を要すると認められた事項について、度重なる指導にも関わらず

改善されないときは、その事情を十分検証したうえで、必要な場合は、老人福祉法第２９

条第１５項の規定に基づき改善に必要な措置をとるべきことを命じるなど厳正に対処する

ものとする。 

 

第１０ 事業の制限又は停止命令 

    再三の指導に従わず、入居者の保護のため特に必要があると認めるときは、老人福祉法第

２９条第１６項の規定に基づき、その事業の制限又は停止を命ずるものとする。 

 

第１１ 公示 

    第９、第１０の規定による命令をした場合は、その旨を老人福祉法第２９条第１７項の規

定に基づき公示する。 

 

第１２ 他の検査等との連携 

   必要に応じて、他の検査等（介護保険法に基づく指導監査等）と合同で実地検査を実施 

することができるものとする。 

 

 

  附則 



  （適用期日） 

１ この要綱は、平成２４年１１月１日から適用する。 

 

附則 
  （適用期日） 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から適用する。 
 

附則 
  （適用期日） 

１ この要綱は、平成２８年６月１日から適用する。 
 

附則 

  （適用期日） 

１ この要綱は、平成３０年７月１日から適用する。 

 

附則 

  （適用期日） 

１ この要綱は、令和３年７月１日から適用する。 

 

附則 

  （適用期日） 

１ この要綱は、令和７年７月１日から適用する。 

 


